
随意契約の状況 
担 当 課 ： 学校教育課 

契 約 日 ： 令和７年４月１日 

件名 契約の概要 契約期間 契約の相手方 

契約金額(円) 

税込 

（税抜） 

2025年度学習支

援ソフト利用業

務 

八雲小中学校の１人１

台端末で利用する学習

支援ソフトの導入 

令和７年４月１日 

～ 

令和８年３月31日 

函館市西桔梗町

589番地42 

 

大丸株式会社 

道南支店 

2,890,800 

（2,628,000） 

随意契約とした理由及び随意契約の相手方を選定した理由 

上記業者は、令和６年度契約業者であり、継続して契約することで利用するまでの期間が短縮およ

び経費の節減することができることから、地方自治法施行令第167条の２第１項第６号及び八雲町財

務規則第140条第２項第１号の規定に基づき、相手方として選定したものである。 

 


